
食育ネットほくりく会則

第１ 会の名称
本会は「食育ネットほくりく」とする。

第２ 目 的

北陸地域（新潟県、富山県、石川県及び福井県。以下同じ。）において、さ

まざまな分野で食育活動に取り組んでいる実践者の方々と広くネットワークを

構築して、会員の活動状況や今後の取組などの情報等を共有するとともに、会

員相互の連携・協力により管内の食育の強力な実践に資するものとする。

第３ 活動内容

(1) 会員のプロフィールや活動内容、イベント開催の予定を北陸農政局ホームペ

ージで提供し、会員相互の連携協力を促進する。

(2) 北陸農政局からの食育等各種施策、会員からのお知らせやイベント情報など

をメールマガジンにより会員及び会員以外の方にも情報提供し、ネットワーク

の輪を拡充する。

（3）会員が主催する食育関連イベントや各種の取組など、さまざまな機会をとら

えて会員との連携協力を促進する。

(4) 会員が参加する交流会等を開催し、会員相互の意見交換等の機会を設定する。

第４ 会 員

北陸地域の様々な分野の関係者に対して幅広く呼びかけ、会員として登録し

ていただく。

具体的には、消費者団体、学校・教育関係者、保育関係者、栄養関係者、農

林漁業団体、食品事業者、ＮＰＯ・ボランティア、保健所、個人等を対象とす

る。

なお、入会及び退会は参加者の自由意志によることとするが、公序良俗に反

するなど適切な運営に支障が生ずる恐れがある場合には、事務局において参加

を拒否または登録を削除できるものとする。

第５ 経 費

本会への参加に当たっての入会金・会費等は徴収しない。

ただし、イベント等に参加のため必要となる経費(交通費）については参加

者自ら負担するものとする。

第６ 事務局

事務局は以下が担当する。

（事務局）

北陸農政局消費・安全部消費生活課

附則

この会則は、平成１８年７月２７日から施行する。

一部改正 平成２４年６月２９日

一部改正 平成２７年１０月１日

一部改正 令和元年７月１日


